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用語説明 

あ行 

 

■ 移動等円滑化促進地区 

高齢者、障がい者等が利用する生活関連施設が集積しており、移動や施設利用におけるバ

リアフリー化を面的・一体的に促進することが特に必要である地区。バリアフリー法に基づくバ

リアフリーマスタープラン（移動等円滑化促進方針）において定める。 

 

■ エイジフレンドリーシティ 

世界的な高齢化と都市化に対応するため、高齢者にやさしいまちがあらゆる世代にやさしい 

まちになるという趣旨により、WHO（世界保健機関）が２００７年に提唱したプロジェクト。 

 

か行 

 

■ 居住誘導区域  

人口減少下にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービス 

やコミュニティが持続的に確保されるように居住を誘導すべき区域。都市再生特別措置法に 

基づく立地適正化計画において定める。 

 

■ 国の基本方針  

移動等におけるバリアフリー化の意義および目標等について、国が定める基本方針。  
※バリアフリー法に規定する移動等円滑化の促進に関する基本方針の通称 

 

■ 交通バリアフリー法 

  高齢者、身体障がい者等の公共交通機関を利用した移動の利便性・安全性の向上を促進 

することを目的として平成１２年に施行された法律。平成１８年に新たなバリアフリー法に統合

拡充された。  
※高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 

（平成１２年法律第６８号）の通称 

 

■ コンパクトシティ 

人口減少下において、市街地の拡大を抑制し、生活拠点等に居住や医療・福祉・子育て支 

援・商業等の都市機能を集約することにより、日常生活に必要なサービスが効率的に受けられ 

る都市の形態。国では多くの地方自治体が共有できる具体像として、生活拠点が複数存在し、 

各地とこれらの拠点が交通ネットワークで結ばれた「多極ネットワーク型コンパクトシティ」を提 

唱。  

用語説明 
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さ行 

 

■ 重点整備地区 

旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障がい者等が利用する施設が集まった地区で、公 

共交通機関、建築物、道路、路外駐車場、都市公園、信号機等のバリアフリー化を重点的かつ 

一体的に推進する地区。バリアフリー法に基づくバリアフリー基本構想において定める。 

 

■ 人口ビジョン 

人口減少と少子高齢化が進行する中、元気な秋田市を次の世代に引き継ぐため、人口減少 

問題に関する市民の認識の共有を図るとともに、目指すべき将来の方向を提示することを目的 

とする計画。 

 

■ 生活関連経路 

生活関連施設相互の特にバリアフリー化が必要な経路であり、生活関連施設へのアクセス 

動線や地区の回遊性等に配慮し、バリアフリー法に基づくバリアフリーマスタープラン（移動等 

円滑化促進方針）やバリアフリー基本構想において定める。 

 

■ 生活関連施設 

高齢者、障がい者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福 

祉施設等の施設で、特にバリアフリー化が必要なものとして、バリアフリー法に基づくバリアフリ 

ーマスタープラン（移動等円滑化促進方針）やバリアフリー基本構想において定める。 

 

た行 

  

■ 中心市街地活性化基本計画  

中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画。 

中心市街地の活性化に関する法律に基づき市町村が定めることができる。 

 

■ 都市機能誘導区域  

医療・福祉・商業・子育て支援等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約す 

ることにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域。都市再生特別措置法に基づ 

く立地適正化計画において定める。 

 

な行 

 

■ ノーマライゼーション 

障がいの有無に係わらず、人々が同等に生活し、活動する社会を目指す考え方のこと。 
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は行 

 

■ ハートビル法 

  高齢者、身体障がい者等が円滑に利用できる建築物の建築を促進することを目的に平成６

年に制定された法律。平成１８年に新たなバリアフリー法に統合拡充された。  
※高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（平成 

６年法律第４４号）の通称 

 

■ バリアフリー法 

旅客施設や道路、公園等の施設について、面的・一体的にバリアフリー化し、高齢者、障がい

者等の移動等における利便性・安全性を向上するため、ハートビル法と交通バリアフリー法を

一体化して制定された法律。 
 
※高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）の 

通称 

 

や行 

 

■ ユニバーサルデザイン 

年齢、性別、人種等にこだわらず、多様な人々が利用しやすいように、あらかじめ都市や生活 

環境をデザインすること。 

 

ら行 

 

■ 立地適正化計画 

コンパクトシティの実現に向け、居住機能や医療・福祉・商業・子育て支援等の都市機能の 

立地を誘導する区域や誘導するための具体的な施策等を定める計画。都市再生特別措置法 

に基づき、市町村が定めることができる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


